工事費内訳書作成要領
1． 工事費内訳書は、次の場合に作成し、提出してください。
(1) 競争入札に参加する場合
　上記の競争入札に参加する場合、あらかじめ工事費内訳書を作成し、入札書提出時に提出する必要があります。（入札箱に入札書と同時投かんとします。）
2． 工事費内訳書は次のとおり作成してください。
(1) 記載事項は次のとおりです。
1 提出日（入札日を記載してください）
2 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び代表者印
　（代表者については年間委任を受けている支店長・営業所長を含みます。つまり、指名通知をされた方となります。）
3 工事名
(2) 工事費の内訳の明細はここまで必要です。
	工事別
	請負対象金額500万円未満
	〃
500万円以上2500万円未満
	〃
2500万円以上
	備考

	土木一式工事（土木工事標準積算基準によるもの）
	工種まで
	工種・種別まで
	工種・種別・細別まで
	

	建築一式工事（公共建築工事積算基準によるもの）
	種目別まで
	種目別・科目別まで
	種目別・科目別まで
	

	建築関係工事（建築一式工事以外の公共建築工事積算基準によるもの）
	同上
	同上
	同上
	

	その他の工事（その他の積算基準によるもの）
	上記工事に準じる
	上記工事に準じる
	上記工事に準じる
	特に必要がある場合は、担当課より別途指示します。


(3) 様式は次のとおりです。
用紙サイズはA4タテとし、当該入札工事の金抜き設計書の項目に対応させて作成してください。また、様式は市ホームページでダウンロードできます。
3． 工事費内訳書の作成にあたっては次の点に注意してください。
(1) 「値引き○○円」、「端数処理△△円」等のような経費の根拠が不明確となる記載はしないでください。
(2) 談合情報が寄せられた場合は、提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び警察に提出する場合があります。
(3) 提出された工事費内訳書は返却しません。
4． 下記に掲げる無効事由に該当する場合は、入札を無効とします。
提出された内訳書が次表に掲げる事項に該当する場合は、安芸市指名競争入札心得第5条第7号に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」に該当するものとして、原則として、当該入札を無効とします。
	無効事由
	備考

	工事費内訳書を提出しないもの

	

	工事費内訳書の明細が所定のレベルまで記載されていないもの

	

	提出者の記名押印がないもの

	提出者名は代表者又は年間委任された者とすること。

	工事費内訳書の合計金額が第1回の入札書記載金額と異なるもの

	第2、3回の入札時には内訳書の提出は不要です。
税抜き金額とすること。


※その他の事項の取扱いについては、入札実務指針に準じるものとします。
